
国立国語研究所共同研究員取扱規程 

平成２１年１０月 １日 

国語研規程第４３号  

改正 平成２２年１０月２０日 

改正 平成２４年 ４月２０日 

改正 平成２８年 ３月２３日 

改正 平成２８年 ７月２７日 

（趣旨） 

第１条 この規程は，人間文化研究機構共同研究員規程（人間文化研究機構規程第６３号）第１０条

の規定に基づき，国立国語研究所（以下「研究所」という。）における共同研究員の受入れに関し，

必要な事項を定めるものとする。 

（委嘱等） 

第２条 共同研究員は，所長が決定し，委嘱する。 

２ 共同研究員は，参加する共同研究の代表者が作成した研究計画に基づき，共同研究を行う。 

３ 共同研究において，共同研究員の出張が必要となった場合，所長から共同研究員へ出張依頼を行

う。 

（施設等の利用） 

第３条 共同研究員は，当該共同研究のために，研究所の施設，設備及び文献等を利用することがで

きる。 

（知的財産等の取扱い） 

第４条 共同研究における知的財産等の取扱いは，人間文化研究機構及び研究所の規程その他の定め

によるものとする。 

（その他） 

第５条 この規程に定めるもののほか，共同研究員の受入れに関し必要な事項は，連絡調整会議の議

を経て，所長が決定する。 

附 則 

この規程は，平成２１年１０月１日から施行する。 

附 則 

この規程は，平成２２年１０月２０日から施行する。 

附 則 

この規程は，平成２４年４月２０日から施行し，平成２４年４月１日から適用する。 

附 則 

この規程は，平成２８年３月２３日から施行する。 

附 則 

この規程は，平成２８年７月２７日から施行する。 




